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 この数年、角田市は幸運にも水害等を免れ比較的平穏な状況にありま

す。しかし、気候変動は予断を許さず、いつまた豪雨災害が起きてもおか

しくはありません。 

国内情勢は、昨年に行われた総選挙の結果、国は少数与党による国政運

営となり、与野党による活発な議論が展開される「熟議の国会」と言われ、

健全な国会運営が期待されています。一方で予算案や重要法案の成立に

ついては、これまでとは異なるプロセスを辿ることが予想され、このこと

は地方自治体の運営に大きな影響を及ぼす可能性があるため、これまで

以上に注視していく必要があります。 

さらに、世界に目を向ければ年明けにドナルド・トランプ氏が再びアメ

リカ合衆国大統領に就任し、その一挙手一投足に世界が注目し、政治、経

済、戦争への影響等について固唾を呑んで見守っております。この様な世

界の動向は、グローバル化が進展した現代において、物価高騰などリアル

タイムで私たちの生活にまで及んできます。 

常に情報に敏感で様々な課題を想定し迅速かつ柔軟に対応することが

日々求められる時代に私たちは生きています。少子高齢化、次代の担い手

不足、市街地の空洞化等が常態化する中で、引き続き社会の状況を注視し

ながら市中の状況に目を配り、議会や市民の皆さまと力を合わせながら、

市民生活と地域経済を守るために必要な政策を進めてまいります。 

  

 こうした荒波を乗り越え角田市を持続可能なものにするための羅針盤

である「角田市第６次長期総合計画」は令和７年度で４年目となります。

引き続き「市民の幸福」を市政の目的として取り組んでまいります。 

 

令和７年度の重点施策でありますが、まずは、市民の命と暮らしを守り

安全で安心なまちを実現するため「防災・減災事業」を推進します。防災・

減災構想を確実に進めるとともに、国・県と連携した流域治水対策に取り

組みます。 

次に「子育てしやすいまち。日本一」を目指した取り組みを推進します。

懸案である小児科医誘致に向けた取り組みを具体化します。さらに、３月

に策定する「角田市こども計画」に基づき、「こども“ど”まんなかのや

さしい社会」を基本理念として中長期的な取組みに着手いたします。 
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市民力によるまちづくりについては、新しい取り組みとして「市民活動

支援センター」を設置します。市民力を発揮できる環境づくりを推進し、

市民力によるまちづくりを目指します。 

 

最後に角田市第６次長期総合計画は、４年目を迎えますが、次の５年間

を計画期間とした後期基本計画の策定に着手いたします。 

第６次長期総合計画は、人口が減少していくことを前提とした持続可

能な「まちづくり」のマスタープランであることを再度確認し、前期基本

計画に対する市民や議会の評価、市民意識調査など市民の声に耳を傾け

つつ、この間の社会や地域の変化を的確に捉えながら、まちを構成する医

療・福祉・学校・商業施設・公共交通・公共施設などの都市機能、若者向

け住宅、高齢者住宅など居住機能、農地や産業用地などの産業振興に関す

る機能、自然環境などを再点検して、計画に反映していかなければならな

いと考えております。 

 

本市の都市像である「市民力咲き誇る。角田市✿～安心して、いきいき

と、誇らしく暮らせるまち～」の実現を目指し、家族や地域の笑い声の絶

えない「角田らしい幸せなまちづくり」に取り組んでまいります。 
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（当初予算の編成方針） 

 次に、「当初予算の編成に当たっての基本的な考え方」についてご説明

いたします。 

 

国の令和７年度予算は、長きにわたったコストカット型経済から脱却

し、デフレに後戻りせず、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」に移行

するため、国民一人一人が実際の賃金・所得の増加という形で、手取りが

増え、豊かさが実感できるよう、さらに政策を前進し、物価上昇を上回る

賃金上昇の普及・定着に向け、地域の中堅・中小企業及び小規模事業者を

含め最低賃金の引上げをはじめとする賃上げの環境について、その業種・

規模に応じた環境整備を行うとされております。 

また、地方こそ成長の主役であり、ＩＣＴ技術も活用しながら、新たな

地方創生施策（「地方創生２.０」）を展開し、地域の産官学はじめ、金融

機関、働く人々や報道機関が連携し、それぞれの知恵と情熱を活かして地

域の可能性を引き出そうとする取り組みを後押しするとされております。 

 一般会計予算の規模は 115 兆 5,415 億円で、前年度と比較して 2.6 パ

ーセントの増となっております。 

 地方財政計画の見込みでありますが、東日本大震災分を除いた通常収

支分は 97 兆 94 億円、前年度比較で 3.6 パーセントの増となっておりま

す。 

 地方交付税は 18 兆 9,574 億円で、前年度比較で 2,904 億円、1.6 パー

セントの増とされ、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総

額については、交付団体ベースでは前年度比較で 1.7 パーセントの増分

を確保したとされております。また、地方財政の健全化に取り組み、臨時

財政対策債については、平成１３年度の制度創設以来、初めて発行がゼロ

となっております。 

 また、東日本大震災分につきましては、復旧・復興事業の規模は 2,704

億円、前年度と比較して 2.8 パーセントの増となっており、復旧・復興事

業等の特別の財政需要等に交付される震災復興特別交付税は前年度と比

較して、3.7 パーセントの減となっております。 

 そのようなことから令和７年度の本市の予算編成に当たりましては、

各分野において見直しを図ったものの、財政調整基金からの繰入金を 7 億
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6,900 万円計上せざるを得ない、依然として厳しい財政運営となっており

ますので、ふるさと納税寄附金及び未利用公有地売却などの税外収入の

確保を図るなど、財政健全化に向けた行財政改革をなお一層進めながら、

第６次長期総合計画事業に取り組んでいくこととしております。 

 このような状況を踏まえ、編成いたしました令和７年度一般会計予算

の総額は 167 億 8,800 万円で、前年度比較で 14 億 3,400 万円、9.3 パー

セントの増となりました。これは、給与改定に伴う人件費の増、庁内行政

システムの標準化に係る経費の増のほか、防災減災構想を推し進めるた

めの投資的経費の増や公債費の増によるものであります。 

 なお、主な重点事業は、防災・減災構想に掲げる駅前花島線道路整備、

大沼野田前線道路整備及び南町斗蔵線道路整備、公共施設等の老朽化対

策として障害者就労支援施設の長寿命化改修や総合保健福祉センターの

長寿命化改修、橋りょうの補修や災害時の情報手段の整備のための防災

行政無線システム整備などであります。 

 歳入でありますが、主な一般財源では、市税が 37 億 8,297 万 3 千円で、

前年度比較で 1 億 3,395 万 4 千円、3.7 パーセントの増の見込みとなって

おります。 

 地方交付税は 38 億 8,776 万 5 千円で、前年度比較で 2,157 万 3 千円、

0.6 パーセントの減の見込みとなっております。そのうち普通交付税は、

市税等の基準財政収入額の増を見込んでいるものの、基準財政需要額も

増となる見込みであることから同額といたしました。 

 市債発行額につきましては、13 億 3,390 万円で、臨時財政対策債が皆

減となったものの総合保健福祉センター施設整備事業充当債などが増に

なることにより、5 億 1,040 万円､62.0 パーセントの増となっております。 

 歳出でありますが、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費は 69 億

8,690 万 8 千円で、前年度と比較して 1 億 6,720 万 7 千円、2.5 パーセン

トの増となっております。 

 義務的経費のうち、人件費は、職員及び会計年度任用職員人件費の増な

どにより 1 億 9,602 万円の増、扶助費は、物価高騰等対策支援給付金の

皆減などにより 6,486 万 9 千円の減、また、公債費については、令和３

年度臨時財政対策債の償還等により 3,605 万 6 千円の増となっておりま

す。 
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 投資的経費のうち、普通建設事業費は 22 億 2,221 万円で、総合保健福

祉センター改修事業や防災行政無線システム整備のための災害対策事業

の増などにより 8 億 6,889 万 7 千円、64.2 パーセントの増となっており

ます。 

 そのほか、一般行政経費につきましては、物件費が 26 億 3,395 万 9 千

円で、庁内システムの標準化に対応するためデジタル改革推進事業の増

などにより 1 億 7,708 万 1 千円、7.2 パーセントの増。また、補助費等が

29 億 376 万 8 千円で救急医療負担金の増によるみやぎ県南中核病院企業

団負担金の増などにより 2 億 6,339 万 3 千円、10.0 パーセントの増とな

っております。 

 一般会計、特別会計、企業会計を合わせた全会計の予算総額は 276 億

3,253 万 8 千円で、前年度との比較では 14 億 466 万 1 千円の増となって

おります。 

 

令和７年度に取り組む具体的な施策の内容につきましては、別表の「主

要項目表」にお示ししているとおりでありますが、その主なものにつきま

して「第６次長期総合計画」の分野別施策に沿って、ご説明いたします。 

 

 （安全・安心） 

 第１に「安全・安心」についてであります。 

はじめに、「市民生活の基盤となる生活安全への対応」でありますが、

消防体制の強化につきましては、人口減少社会における持続可能な消防

団体制の確立に向けて、元消防団等を対象とした機能別消防団制度を活

かし、地域における予防消防、地域防災力の向上を図ってまいります。 

また、消防活動、救助活動及び水防活動における安全確保と機動力の向

上のため、必要な装備品等を配備するとともに、老朽化した水道管の布設

替えに伴う消火栓の更新など、計画的に装備の充実及び施設の整備を図

ってまいります。 

災害に強い防災体制の整備につきましては、令和元年東日本台風では

大雨による洪水により深刻な浸水被害をもたらしておりますので、こう

した我が国の国土の特徴に鑑み、広く市民が自然災害についての認識を

深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未

- 5 -



 
 

然防止と被害の軽減に資するよう、総合的な防災体制の整備を図ってま

いります。 

 防災意識の普及につきましては、自主防災組織や防災指導員などを対

象としたフォローアップ研修を引き続き実施するとともに、自主防災組

織による「地区防災計画」の作成を支援し、地域防災力の向上を図ってま

いります。 

 また、市のホームページや「安全安心メール」、携帯電話を持たない高

齢世帯へは固定電話への発信、さらには、同報系防災行政無線として屋外

拡声器などの整備を進め、避難情報や気象情報などの災害情報を迅速に

市民へ発信してまいります。 

交通安全対策につきましては、子どもと高齢者の事故防止、飲酒運転の

根絶や全座席シートベルト着用の徹底に向けた啓発広報活動を関係団体

などと連携しながら展開してまいります。 

また、道路交通法が改正され、すべての自転車利用者の自転車用ヘルメ

ット着用が努力義務化されたことに伴い、市民の交通安全意識の高揚と

事故軽減を図るため、引き続き自転車用ヘルメット購入に係る経費を助

成してまいります。 

 

 （保健・医療・福祉） 

 第２に「保健・医療・福祉」についてであります。 

はじめに、「持続可能な保健・医療体制の推進」でありますが、健康づ

くりの推進につきましては、「第３次角田にこにこ健康プラン」に基づき、

みんなで支えあう健康で元気なまちの実現に向けて、健康増進、食育推進、

自死対策を一体的に進めてまいります。 

 疾病・感染症予防の推進につきましては、麻しん・風しん、小児用肺炎

球菌、ロタウイルスワクチン等、小児の定期接種は全額公費負担を行い、

高齢者肺炎球菌ワクチンや中学３年生に対するインフルエンザ・新型コ

ロナの予防接種等は一部公費負担を引き続き行ってまいります。帯状疱

疹ワクチンにつきましても令和７年度からの定期接種化に併せて一部公

費負担を行ってまいります。 

また、がん検診をはじめ、各種検診の未受診者の解消に努め、疾病の予

防、早期発見、早期治療や事後指導の徹底を図ってまいります。 
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なお、小児科誘致に向けた施策につきましては、新たに小児科医院を開

設する医師に対する補助制度を創設し、地域で安心して子育てができる

環境づくりを進めてまいります。 

 

次に、「子育てしやすい環境づくり」についてであります。 

子育て支援の推進につきましては、子育てにおける経済的負担軽減の

ため、「子ども医療費」「保育料」「学校給食費」の完全無償化を引き続き

行ってまいります。 

乳幼児の保育・教育体制の充実につきましては、病気の回復期にある子

どもを預かる病後児保育事業に加え、新たに病気の急性期にある子ども

を預かる病児保育事業を実施することで、多様化する保育ニーズに対応

し、きめ細かな保育事業を推進します。 

学童保育・子どもの遊び場の充実につきましては、子ども食堂を運営す

る団体に対し助成することで、子どもの健やかな成長を支援するととも

に「子どもの居場所づくり」を推進します。 

今後も、「角田市こども計画」に基づき、妊娠期から子育て期に至るま

で一貫して切れ目のない支援を行うことで、安心して出産や子育てがで

きる社会を目指し、すべての子どもたちが健やかに成長できる環境整備

に努めてまいります。 

 

次に、「安心な福祉社会の形成」についてであります。 

地域福祉活動の支援につきましては、「第２期角田市地域福祉計画」に

基づき、本市の福祉分野の統一的な目標である地域共生社会と地域で安

心して暮らすことの実現に努めてまいります。 

また、「第３期角田市障害者計画・第７期角田市障害福祉計画・第３期

角田市障害児福祉計画」に基づき、障害のある人もない人もお互いを理解

し、個人として尊重し、共に暮らしやすい社会の実現に向けて支援体制づ

くりに努めてまいります。 

高齢者福祉につきましては、「第９期角田市高齢者福祉計画・介護保険

事業計画」に基づき、ともに生き、活かし合うまちの実現に向けて、地域

包括ケアシステムの推進に取り組んでまいります。具体的には令和６年

度に設立した地域ケア推進会議の定期的な開催により、地域住民、介護サ
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ービス事業所、関係団体との連携を強化し、また、高齢者等の生活支援を

行う住民主体の団体への補助を開始することで、地域での支え合い活動

を推進します。 

また、成年後見制度を必要とする高齢者や障害者に対して一体的な相

談支援を行う「成年後見支援センター」を地域包括支援センター内に新た

に設置し、相談・支援体制のさらなる強化を図ってまいります。 

 

安心を支える制度の運用につきましては、国民健康保険事業において、

引き続き市民の皆様が安心して医療を受けられるよう、安定した運営に

努めてまいります。 

令和６年度から令和１１年度までの角田市国民健康保険保健事業実施

計画（いわゆる第３期データヘルス計画）に基づき、引き続き国民健康保

険の被保険者へ生活習慣病予防のため、特定健康診査及び特定保健指導

を行ってまいります。 

後期高齢者医療制度につきましては、被保険者の健康寿命のさらなる

延伸を図るため、宮城県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら円

滑な運営に努めてまいります。 

国民年金につきましては、老後の市民生活の重要なセーフティーネッ

トであり、その制度の普及と円滑な事務処理を行ってまいります。 

 

 （産業振興・就労） 

 第３に「産業振興・就労」についてであります。 

はじめに、「活力ある農林業の振興」における安全・安心な農畜産物の生

産についてであります。 

 稲作につきましては、昨年の米価は上昇したものの国内での米の消費

は減少を続け、国際情勢の変化の影響等による農業生産資材の高騰が続

いております。 

 今後も農業者の高齢化や農業労働力の減少が見込まれることから、関

係機関と連携を図り、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農

地中間管理機構を活用した農地の集約を進めてまいります。また、農業所

得の向上と経営の安定に向け、水田の状況によっては畑地化を視野に入

れながら、主食用米から収益性の高い園芸作物や麦、大豆、飼料作物など
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への転換を推進してまいります。 

 園芸振興事業につきましては、引き続き園芸作物の生産出荷農業者に

対して、パイプハウス等の設置費や機械設備導入経費の一部を助成し、生

産の振興を図ってまいります。 

 資源循環型農業推進事業につきましては、有機型農業の推進のため農

業の館の堆肥の活用とともに、化学肥料から有機質肥料への転換を進め、

安全・安心でおいしい農作物を生産し、消費者にアピールする取組みの経

費の一部を支援してまいります。 

 畜産振興事業につきましては、優良繁殖雌牛の導入を引き続き支援す

ることで、高能力繁殖雌牛の保有割合を高め、和牛の有力産地としての形

成を図ってまいります。 

農作物災害対策事業につきましては、イノシシなどの鳥獣被害を防止

するため、イノシシの捕獲と電気柵などの設置に対する助成を継続する

とともに、地域で意欲のある方が積極的に狩猟免許を取得できる環境づ

くりに努めてまいります。 

 

次に、地域農業の推進についてであります。 

 農業振興公社事業につきましては、角田市農業振興公社に、新規就農者

の確保や農業経営の承継に向けた総合窓口体制を整え、新規就農相談会

の開催や農業後継者を探している農業者とのマッチング事業、地域おこ

し協力隊員を雇用した農業活動などの実施に対し、人的・財政的支援を行

ってまいります。 

 人・農地プラン推進事業につきましては、事業の名称を地域計画推進事

業に改め、地域での話し合いをもとに、地域農業における農地利用の姿を

引き続き検討してまいります。そうした中で、農作業の効率化や経営規模

の拡大などを目的に、担い手への農地の集積・集約化を新たな担い手の育

成と合わせて推進してまいります。 

 持続的な農業の発展のためには、農業後継者の就農意欲の喚起と就農

後の経営の安定化が必要であります。各種補助制度を活用し、初期投資が

高額となる農業機械設備の導入経費の一部を助成するなど、新たな新規

就農者の確保対策に取り組むほか、就農者支援の範囲を拡大し、認定農業

者以外の農業者を対象とした「オーダーメイド型多様な農業人材支援事
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業」による支援を行なってまいります。 

また、農業者の高齢化等に伴い担い手農業者の減少が見込まれる中、農

作業機械や施設など農業資源の活用と担い手の確保を図るため、経営承

継支援事業に取り組んでまいります。 

 

 次に、農業生産基盤の充実についてであります。 

 令和元年東日本台風がもたらした未曾有の浸水被害等を踏まえ、地区

内のさらなる排水機能強化の実現に向け、国・県へ要望活動を行ってまい

りました。こうした活動から令和６年度より角田・丸森地区が国営総合農

地防災事業の調査着手地区に選定されるなど事業の進捗が図られており

ます。 

本市といたしましては、角田市・丸森町国営土地改良事業推進協議会に

おいて、国・県・丸森町などの関係機関と連携のうえ、事業進捗が図られ

るよう、なお一層の要望活動などを進めていきたいと考えております。 

 

多面的機能支払交付金事業につきましては、農村集落の生活環境の保

全及び水路や農道などの維持補修を行う地域の保全活動が、さらに拡大

するよう活動を支援し、農地の多面的機能の維持と荒廃農地の発生抑制

に努めてまいります。また、各地区の農道や用排水路の補修等に取り組み、

農業生産基盤の維持管理と長寿命化に努めてまいります。 

 

 次に、森林資源の有効活用についてであります。 

森林経営管理制度に基づき、意向調査及び現況調査の状況を踏まえ集

積計画を作成し、間伐等の森林整備を進めてまいります。森林整備を進め

ることにより、林業の持続的な発展と、森林の有する水源涵養機能や山地

災害の防止、二酸化炭素吸収促進による地球環境の保全など、森林の公益

的機能の維持増進に努めてまいります。 

また、里山保全の取組みや松くい虫、ナラ枯れによる被害木の伐倒駆除

に取り組むなど、森林環境の保全に併せて取り組んでまいります  

 

次に、「商工業の活性化」であります。 

燃料費などを中心とした物価高騰が継続しており、商工業者は依然と
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して厳しい経営状況にあります。このような状況を踏まえ、「角田市中小

企業の振興に関する条例」の理念に基づき、中小企業に関する施策を総合

的に推進してまいります。 

具体的な施策といたしましては、中小企業振興資金融資制度の活用、コ

ロナ禍により影響を受けた振興資金融資利用者への利子助成を継続し、

市内の商工業者の育成と経営安定化に取り組んでまいります。 

商店街の活性化については、令和６年度に開始した商店街ミーティン

グを継続し、角田市商工会や商店主など関係団体と連携しながら、角田市

らしい商店街活性化ビジョンの策定を進めてまいります。ビジョンの策

定にあたっては、市民の声を反映させるためのアンケート調査を実施い

たします。  

引き続き、新たな起業者の掘り起しと育成を図る創業支援事業「かくだ

創業スプラウト」を実施し、事業経営者との交流や創業に係る知識習得の

機会を設定するなど、新規創業者の確保に取り組んでまいります。また、

「角田市・丸森町企業情報ガイダンス」を開催し、角田市・丸森町に立地

している優れた事業所を高校新卒者に紹介するとともに、地元及び仙南

圏域内企業等への就業機会の確保を図り、定住人口の確保と人口流出の

抑制に取り組んでまいります。 

企業誘致につきましては、新たな用地確保のために適地基礎調査など

の造成事業を進めてまいります。宮城県主催の企業立地セミナーへの参

加や企業訪問などにより企業動向の情報収集を図ります。 

また、ＪＡＸＡ角田宇宙センターに官民共創推進系開発センターの建

設が進められており、民間企業による活用が期待されるため、角田市の特

色ある産業振興を推進する観点からも角田宇宙センターと連携を図りな

がら、宇宙開発関連企業の誘致に努めてまいります。 

 

次に、「豊かな地域観光資源の活用」であります。 

宮城県では、令和７年４月からを計画期間とする「第６期みやぎ観光戦

略プラン」の策定作業を進めており、その計画基本理念では「地域が主役

となる持続可能な観光地域づくりを通した“All round”な観光地の実現」

が掲げられております。 

本市におきましても、この基本理念を踏まえ県や仙南市町等との連携
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を強化し、観光・物産の魅力を積極的にアピールすることで、交流人口と

関係人口の拡大につなげてまいります。 

広域連携事業といたしましては、四方山観光開発協議会やみちのく潮

風トレイル関係自治体協議会などの関係団体と連携し、環境整備や魅力

発信に努めてまいります。 

観光地維持管理事業といたしましては、斗蔵山駐車場に設置している

トイレ施設が老朽化しており、新たに整備することで、斗蔵山の来訪者の

利便性向上及びイメージアップ等を図ってまいります。 

 

「道の駅かくだ」につきましては、昨年１１月に来場者 500 万人を達

成いたしました。引き続き多くの方にご来場いただけるよう、指定管理者

や出荷者などと連携を強化し、消費者に支持される商品づくり等を企画

してまいります。隣接するＫスポやスポーツイベントとの連携も図りな

がら賑わいの交流ゾーンとしての機能拡充を図ってまいります。 

また、直売所の商品陳列スペース及び来場者の通路確保の課題につい

ては、売り場面積の拡張に向けた改修設計業務を終えているところであ

り、改修工事を進めてまいります。 

 

 （まちづくり） 

 第４は「まちづくり」についてであります。 

はじめに、「市民力を活かしたまちづくり」についてであります。 

角田市らしい魅力にあふれた個性豊かなまちをつくりあげるためには、

地域の課題について主体的に考え取り組む市民の行動力、即ち「市民力」

が何よりも大切であります。この「市民力」を醸成し、多様な主体による

市民活動のステップアップのための支援や活動しやすい環境づくりを促

進するために「市民活動支援センター」を設置いたします。 

また、地域課題解決のために、地区振興協議会を主体とする話合いの場

づくりを引き続き進めるとともに、「市民と行政の協働によるまちづくり」

の理念のもと、各地区で策定した「地区計画」の見直しとその実行により

市民力を活かした地域づくりを推進してまいります。 

自治センターにつきましては、支え合いによる持続可能な地域づくり

を実現するため、防災や福祉等様々な分野との連携を図り、地域づくりの

- 12 -



 
 

拠点として推進してまいります。 

 平成２８年度から受入を始めた「地域おこし協力隊」は、令和６年１２

月末をもって隊員の任期が満了いたしましたので、地域活性化の担い手

として大きな役割を果たしていただける隊員の新規受入を目指し引き続

き募集を行ってまいります。 

 

男女共同参画の推進につきましては、男女共同参画意識の醸成を図る

ため、様々な場面での普及啓発活動を継続的に行ってまいります。 

 

次に、「関係人口拡大の推進」についてであります。 

地域づくりの担い手の確保や地域の活性化を図るため、引き続き関係

人口創出事業を展開してまいります。 

国際姉妹都市グリーンフィールド市との交流につきましては、令和７

年度は姉妹都市交流３５周年記念事業を実施する予定でありますので、

通常の受入事業の実施に加え、市関係者等の派遣事業を実施する予定で

あります。 

姉妹都市栗山町、石川町、友好都市目黒区及び銀河連邦各加盟都市との

交流事業につきましては、感染症等の社会情勢を注視しながら実施して

まいります。 

 

 （教育・文化・スポーツ） 

 第５は「教育・文化・スポーツ」についてであります。 

はじめに、「未来を生き抜くための教育環境づくり」についてでありま

すが、学校教育の充実につきましては、角田市教育振興基本計画に掲げる

「学びって楽しい！」というスローガンのもと、「持続可能な社会を実現

する人づくり」を目指し、学校・家庭・地域の連携を図りながら、特色あ

る学校経営を行い、「夢と志を持ち、その実現に向けて自ら考え行動し、

未来を創造する力」や「豊かな感性と健やかな体を持ち、かけがえのない

命を大切にする子ども」を育む教育を進めてまいります。 

学力向上の取組みにつきましては、角田市学力向上推進委員会を推進

主体に学力調査結果に基づく授業改善等を進めるとともに、学校図書館

支援員の配置、宮城教育大学等との連携による校内研修の実施等に取り
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組んでまいります。また、教育振興基金を活用して、児童生徒の個別の進

度に応じた学習を可能とするＡＩドリルの導入を進めるほか、角田市の

特色ある教育として、子ども達がわくわくして学ぶことのできる新たな

宇宙教育を展開してまいります。 

特別支援教育につきましては、特別な支援を要する児童生徒への適切

な学習指導となるよう特別支援教育支援員を配置してまいります。 

いじめ防止対策につきましては、角田市いじめ防止基本方針により、各

学校において早期発見・早期解決を目指すとともに、角田市いじめ問題対

策連絡協議会において、いじめ防止のための有効な対策の検討を行い、取

組みを実施してまいります。 

不登校対策につきましては、児童生徒生活指導員を増員するとともに、

学校以外の不登校に関する相談場所として、教育総務課内に設置してい

る「教育相談窓口」を広く不登校児童生徒とその保護者に周知し、学校と

ともに当事者や家族への支援を強化してまいります。 

 

学校給食につきましては、「栄養面」「衛生面」「安全面」に万全を期し、

安全・安心で栄養バランスのとれたおいしい給食の提供に努めてまいり

ます。 

 

次に、「人生 100 年時代を見据えた生涯学習の推進」についてでありま

す。 

文化芸術の振興につきましては、「かくだ田園ホール」が開館１０周年

を迎えることから、市民が文化芸術を身近に触れ親しむことで暮らしの

活力となるよう１０周年事業を展開してまいります。 

また、世代を問わず、市民力を活かした創作活動や発表の場を創出する

ため、多様な文化芸術団体の主体的活動を支援し、市民文化の創造を目指

してまいります。 

 生涯学習、家庭教育、地域学校協働活動につきましては、地域の多様な

人材と連携協力しながら推進します。さらに、中学校の部活動の地域移行

につきましても引き続き推進してまいります。 

 次世代を担う人材育成につきましては、ジュニア・リーダーの育成、子

ども会活動の支援など様々な体験活動の充実に努めてまいります。次世
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代育成推進事業「かく大學」では、主体性を持って活動する若い世代の人

材の発掘、育成を図り、その学習成果を地域社会に向けた活動へつなげて

いくための学習基盤の構築を進めてまいります。 

また、高校生地域探究支援事業では、生徒自身が主体的な関心に基づい

て課題を設定し、解決していくための資質・能力の育成を図るため、地域

の方の協力を得ながら、探究的な学びを支援してまいります。さらに、海

外研修等での異文化体験を伴う探究活動を支援するため「高校生探究研

修支援事業」を創設し、グローバルな視点から地域課題の解決に活躍でき

る人材の育成を図ってまいります。 

 

図書館につきましては、生涯にわたる豊かな読書活動を推進するため、

乳幼児から高齢者までの各世代への図書館サービスの充実を図るととも

に、各課と連携を図り、地域の情報拠点として市政情報や暮らしの課題解

決につながる情報を発信してまいります。 

また、学校などと連携しながら、いつでもどこでも読書を楽しめる電子

図書館サービスの充実を図り、学びの楽しさを実感できる図書館運営を

図ってまいります。 

 

文化財の保護・活用につきましては、指定文化財や埋蔵文化財の保護及

び史跡の保存を行いつつ、地域に残る貴重な文化財を後世に引き継ぎ、歴

史・文化への理解を深めるため、公開や活用に努めてまいります。 

また、伝統芸能等の将来への継承に向けて、各団体の映像による記録化

を引き続き行ってまいります。 

 

 市指定文化財である郷土資料館につきましては、調査研究の成果を活

用した企画展等を通じて、郷土の歴史についての情報発信を行い、街なか

の交流拠点としての強化に努めるとともに、新たな郷土の歴史の掘り起

こしや保存に努めてまいります。また、学校と連携した教育の場としての

活用をさらに進めてまいります。 

 

 スポーツの振興につきましては、引き続き笹川
ささかわ

スポーツ財団の実践研

究として、地域スポーツ運営組織「スポーツネットワークかくだ」の活動

を支援し、スポーツ関係団体の連携強化を図るとともに、Ｋスポや道の駅
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かくだ等の地域資源を有効活用しながら、スポーツを通して、明るく楽し

く健康で活力あふれたまち「アクティブシティかくだ」の実現を目指して

まいります。また、「第２期角田市スポーツ推進計画」を実行するにあた

り、スポーツを中核として様々な分野の取組みと連携し、交流人口の拡大

や市民の健康増進に寄与する施策を展開してまいります。 

Ｋスポ内をはじめとする、各種体育施設につきましては、老朽化が進ん

でいることから、中長期的な施設の在り方の方針に基づき、適切な整備を

検討してまいります。なお、経常的な維持・管理につきましては、指定管

理者等と連携を図りながら、安全性の確保や施設の利便性の向上に努め

てまいります。 

 

（都市基盤・生活環境） 

 第６は「都市基盤・生活環境」についてであります。 

 はじめに、「良好な都市基盤の整備」についてでありますが、国道の整

備促進につきましては、県の土木・建築行政推進計画に位置付けられてい

る国道 349 号小坂地内の歩道設置及び改良事業について、事業の早期完

成と区間の延伸を「国道 349 号建設促進期成同盟会」を通じて引き続き

要望してまいります。 

また、国道 113 号と一般県道佐倉北郷線の交差部である、横倉字高森

地内の道路改良事業について、「山形・宮城国道 113 号整備促進期成同盟

会」及び宮城県市長会を通じて要望してまいります。 

 県道の整備促進につきましては、枝野地内及び平貫地内の冠水区間の

嵩上げのほか、一般県道越河角田線の小田字権原地内及び主要地方道亘

理大河原川崎線の岡字町浦地内ほかにおける道路改良について、県に強

く要望してまいります。 

 市道の整備につきましては、銀杏石切線をはじめ、佐倉裏町線などの整

備を実施してまいります。 

 防災・減災に係る事業として、市中心部への水の流入を防ぐための大沼

野田前線の整備をはじめ、緊急輸送路及び避難経路を確保するための南

町斗蔵線の整備のほか、左関地区への水の流入を防ぐため、駅前花島線の

整備などを進めてまいります。 

 道路の舗装につきましては、角田市道路舗装修繕計画に基づき、君萱小
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田線等の舗装工事を実施してまいります。 

橋梁の維持補修につきましては、定期点検の実施と併せて、橋梁長寿命

化修繕計画に基づいた補修工事を順次行ってまいります。 

 阿武隈川下流の堤防の整備につきましては、昭和１１年から国の直轄

事業により進められてまいりましたが、未だに堤防断面が狭小な暫定堤

防区間があり、令和元年東日本台風による増水で堤防天端まで迫った箇

所がありますので、完成堤防への整備促進について、「阿武隈川下流改修

促進期成同盟会」を通じて国に強く要望してまいります。 

阿武隈川の増水により、越水被害が生じた尾袋川・小田川流域と国道

349 号の兼用堤部分につきましては、国・県・角田市等が協働で取り組む

「阿武隈川水系流域治水プロジェクト」が始動しており、特定都市河川へ

の指定を受け、流域水害対策計画の策定に向けて、今後も関係機関と連携

しながら取組みを進めてまいります。 

 県管理河川の小田川の整備につきましては、平成１８年度から整備が

再開されており、沼南橋橋りょう整備工事が平成３０年度から着手され、

令和７年度で完了する予定となっておりますが、引き続き小田川の堤防

整備について、早期完成を要望するとともに、阿武隈急行線の上流部につ

いても、早期に事業着手されるよう要望してまいります。 

 市管理河川につきましては、緊急浚渫推進事業債の事業期間が令和１１

年度まで延長されたことから、引き続き市内１６河川の浚渫を計画的に

行ってまいります。 

 

公共交通システムにつきましては、地域の基幹交通である阿武隈急行

線の経営が依然として大変厳しい状況下にあります。通勤、通学の足とし

て重要な交通機関でありますので、沿線自治体と協調して経営支援を行

うとともに、阿武隈急行線応援基金やクラウドファンディングを活用し

ながら、継続した支援を実施してまいります。また、阿武隈急行線利用促

進協議会において市民とともに利用促進策の検討を行い、順次事業化し

ながら、さらなる利用促進に努めてまいります。 

市内を運行するデマンド型乗合タクシー「ラビットくん」、みやぎ県南

中核病院への通院等を支援するタクシー利用助成事業、スクールバスを

活用し、市内主要箇所の循環運行を行う二次交通確保対策事業を継続す
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るとともに、「角田市地域公共交通活性化協議会」では、地域公共交通計

画の策定に着手してまいります。 

 

次に、「快適な住環境の整備」についてでありますが、市営住宅につき

ましては、令和７年４月から規模の効率性発揮による管理経費の削減を

目指して、公営住宅法第４７条に基づく管理代行制度により宮城県住宅

供給公社に管理業務を委託します。また、安全かつ快適な生活のできる良

好な住環境整備を図るため、公営住宅等長寿命化計画に基づき、令和６年

度に引き続き関ノ内住宅の改善事業を進めてまいります。 

危険ブロック塀等除却事業については、事業を促進するため補助内容

を拡充して、通行者の安全確保を進めてまいります。 

関ノ内団地に存する大規模盛土造成地につきましては、令和４年度に

宅地被害の軽減を目的に地盤調査等を行い、大地震時に滑動崩落の危険

性があると確認しておりますが、危険性のある盛土の範囲の特定には至

っておりませんので、その調査を実施いたします。 

 

移住・定住支援策につきましては、新婚世帯の定住化を促進するため、

結婚新生活支援事業を引き続き実施するとともに、新たに結婚相談所等

への入会費等を助成する「婚姻推進活動支援事業」を開始いたします。ま

た、移住定住コーディネーターにつきましても引き続き設置し、市のＰＲ

事業や移住相談窓口としての機能を強化してまいります。 

 

水道事業につきましては、災害に強い水道の構築に向け老朽配水管の

更新・耐震化を進めており、令和７年度は主に角田地区の配水管の更新や

配水池等の耐震診断を実施してまいります。また、有収率向上に伴う経営

効率の改善を図るため、漏水調査を強化して実施してまいります。 

なお、今後の水道事業の運営は、給水人口の減少、節水型社会の進展に

より、厳しい経営環境におかれることが予想されますが、水道ビジョンの

もと中長期的な視点に立ち、公営企業として健全な経営を行いながら、信

頼される安全で安定的な給水に努めてまいります。 

 

公共下水道事業につきましては、阿武隈川下流流域下水道事業計画に
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基づく汚水事業を、822.4 ヘクタールと定めて整備を進めております。令

和６年度末までの整備済面積は 665.1 ヘクタールで、整備率は 80.9 パー

セントであり、令和７年度はストックマネジメント計画に基づき、高畑幹

線のストックマネジメント対策工事を実施してまいります。 

雨水事業につきましては、引き続き裏町排水区、及び野田排水区の雨水

施設整備に取り組んでまいります。 

農業集落排水事業につきましては、排水処理施設の適切な維持管理を

行い、円滑な事業運営を図ってまいります。 

なお、今後の下水道事業の運営につきましては、財政状況が厳しい中、

公営企業として将来にわたり安定的なサービスを提供していくため、経

営戦略に基づき中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政

マネジメントの向上に努めてまいります。 

 

浄化槽整備事業につきましては、引き続き生活排水処理における普及

率向上のため、合併処理浄化槽設置費用の助成を行ってまいります。 

 

次に、「生活環境の向上」についてでありますが、地球温暖化対策につ

きましては、「スマートエコライフ事業」による家庭用太陽光パネル設置

等への補助に係る限度額を増額したほか、新たに薪ストーブの設置費用

を補助対象に加えるなど、拡充を図ってまいります。 

併せて、「2050 年ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、地球温暖化対

策総合計画に基づき、温室効果ガスの排出量削減を押し進め、環境シンポ

ジウムの開催や各種イベントでの啓発活動を行い、市民・企業・行政が一

体となって脱炭素社会の実現に向けて取り組んでまいります。 

資源リサイクルの推進につきましては、リデュース、リユース、リサイ

クル、リフューズの４Ｒの啓発を行うとともに、ごみの分別や減量化を一

層推進するため、環境衛生組合連合会と連携を図りながら、ごみ分別出前

講座などを積極的に実施し、意識の高揚を図ってまいります。 

水道未普及地域における飲料水の安定的な確保につきましては、井戸

の整備に対する助成を行うとともに、飲料水用の給水タンクの貸し出し

を実施し、近年の渇水に迅速に対応できる体制を整えるなど、引き続き市

民の皆様が安心して生活できる環境を提供してまいります。 
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 市民の消費生活相談につきましては、スマートフォンをきっかけとし

た広告・販売によるトラブルが増え、若者から高齢者まで幅広く相談が寄

せられております。このため、宮城県消費生活センターや関連機関と連携

し、消費者からの苦情相談等に対応するとともに、被害の未然防止のため

の出前講座や情報提供を行ってまいります。 

また、小中学生を対象とした人権教室による啓発、人権相談、行政相談

及び法律相談についても、市民ニーズにあった多様な相談に対応できる

よう努めてまいります。 

 

（行財政経営） 

 第７は「行財政経営」についてであります。 

はじめに、「市民に開かれた行政を目指して」についてでありますが、

広報紙をはじめ、ホームページやＳＮＳなどと連動した情報発信を行う

ことで、「伝わる」ことを意識した広報を進めるとともに、市民力を発揮

できる環境づくりを行うため、広報活動等によって行政情報を市民と共

有し、市民のまちづくりに対する関心を高める取組みを行ってまいりま

す。 

 引き続き、ＳＮＳや YouTube 動画によるＰＲなど広報媒体の特性を活

かした情報発信を実施してまいります。 

また、市民の市政参加の重要な機会として、市民と行政との意見交換を

行う「まちづくりカフェ」や「若者会議」などを実施し、広聴活動の充実

を図ってまいります。 

 

次に、「持続可能な行財政経営」についてでありますが、職員の人材育

成につきましては、多様化する市民ニーズへの対応や新たな行政課題を

把握し、解決に向けた政策立案が求められるため、職位に応じた政策形成

能力や行政管理能力等を養う研修機会を確保し、人材の育成に努めてま

いります。 

一方、人材確保の面で専門職等の採用ができないことが課題となって

おります。あらゆる手段を講じて職員の確保に努めていく一方で、今後、

日本全体で労働者人口が減少していく中、職員がより良く働けるような

環境づくりがますます重要になってくると思われますので、職員の健康
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管理等に配慮し、充実して仕事ができるような環境を整備してまいりま

す。 

 

また、一事業所の地球温暖化対策への責務につきましては、ゼロカーボ

ンシティの実現に向けた取組みを推進するため、「地球温暖化対策実行計

画（事務事業編）」に基づき、公用車の電動車導入、再生可能エネルギー

電力の購入等、温室効果ガス排出削減に向けた取組みを推進してまいり

ます。 

 

行財政改革につきましては、本市の厳しい財政状況を改善し、持続可能

な行政経営を実現するため、国の取組みと基調を合わせつつ、令和３年３

月に策定した「第５次行財政集中改革プラン」に基づき、引き続き「財政

改革」に重点化した取組みを推進してまいります。 

ふるさと納税制度につきましては、協力いただける返礼品提供事業者

数や返礼品数の増加が追い風となり、令和６年度の寄附金額は、過去最高

額に達する見込みであります。 

今後も全国の方々に応援いただけるような返礼品の開発に取り組むと

ともに、創設した「ふるさと応援基金」を活用し、寄附金の適正な管理を

行い、寄附者の想いを反映した施策に活用し、魅力あるまちづくりを推進

しながら、引き続き重要な自主財源となるふるさと納税事業の推進に努

めてまいります。 

 

第６次長期総合計画につきましては、令和９年度からの５年間を計画

期間とする後期基本計画の策定に着手いたします。目指すべき都市像「市

民力咲き誇る。角田市✿～安心して、いきいきと、誇らしく暮らせるまち

～」実現のため、今年度実施した市民意識調査に基づく現状分析をすると

ともに、ＰＤＣＡサイクルを回し、令和７年度、８年度の２か年をかけて

策定してまいります。 

 

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による新しい行政の確立に

つきましては、政府が示す「自治体ＤＸ推進計画」に基づき、令和７年度

末までにガバメントクラウド上に構築された標準化基準に適合した情報
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システムへ移行するとともに、デジタル技術等を活用し、住民の利便性向

上や行政事務の効率化を図ってまいります。 

 また、マイナンバーカードの普及促進についても引き続き取り組んで

まいります。 

 

 以上をもちまして、説明を終わります。 

 

 議員各位におかれましては、何とぞ慎重にご審議いただき、ご可決を賜

りますようお願い申し上げます。 
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Ⅰ 安全・安心

(1) 市民生活の基盤となる生活安全への対応

①　消防体制の強化

・ 消防体制確立事業 74,553

・ 消防施設整備事業 55,913

・ 水防防災意識高揚事業 1,831

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（消防費） 355,894

②　災害に強い防災体制の整備

・ 災害対策事業 375,621

・ 災害救助事業 5,258

・ 放射線対策事業 4,107

③　交通安全・防犯対策の推進

・ 交通安全対策事業 11,440

・ 安全・安心まちづくり事業 8,029

令和７年度　当初予算主要項目表

（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

Ⅱ 保健・医療・福祉

(1) 持続可能な保健･医療体制の推進

①　健康づくりの推進

・ 総合保健福祉センター維持管理事業 33,774

・ 生きがい健康づくり事業 6,032

・ 総合保健福祉センター改修事業 332,705

・ 精神保健事業 492

・ 健康づくり事業 788

・ 栄養・食生活改善事業 176

・ 健康教育、健康相談、訪問指導事業 3,998

・ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 4,860

②　疾病・感染症予防の推進

・ 献血推進事業 283

・ 結核予防事業 7,377

・ 感染症予防事業 80,487

・ 乳幼児健康診査事業 7,724

・ 乳幼児保健事業 3,095

・ 検診事業 53,178

③　地域医療体制の充実

・ みやぎ県南中核病院企業団事業 373,897

・ 仙南地域医療対策委員会事業 4,999

・ 在宅当番医制事業 4,410

・ 歯科在宅当番医制事業 1,032

・ 夜間急患診療確保対策事業 1,338

・ 小児医療対策事業 38

(2) 子育てしやすい環境づくり

①　子育て支援の推進

・ 出産祝金支給事業 3,270

・ 小学校入学祝子育て応援券支給事業 4,650

・ 障害児保育事業 4,800

・ 子ども医療費助成事業 82,574

・ 障害児福祉事業 70,101

・ 母子・父子家庭福祉対策事業 15,903

・ 母子・父子家庭医療費助成事業 3,707

・ 児童扶養手当支給事業 112,319

・ 児童手当等支給事業 442,784

・ 母性保健事業 13,829
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

・ 未熟児養育医療費給付事業 593

・ 施設型給付事業 416,270

・ 地域型保育給付事業 105,365

・ 施設等利用給付事業 6,719

・ 利用者支援事業（特定型） 4,619

・ 地域子育て支援拠点事業 9,870

・ 一時預かり事業 10,514

・ 延長保育事業 3,498

・ 病後児保育事業 10,294

・ 放課後児童健全育成事業 115,669

・ 子育て短期支援事業 305

・ 児童相談事業（こども家庭センター型） 14,963

・ 子育て世帯訪問支援事業 2,845

・ 妊婦等包括相談支援事業 17,625

・ 利用者支援事業（こども家庭センター型） 7,481

・ 病児保育事業 2,400

・ 乳児全戸訪問事業 1,753

・ 子育て応援学校給食費等助成金交付事業 4,540

②　乳幼児の保育･教育体制の充実

・ 保育所管理運営事業 298,022

③　学童保育・子どもの遊び場の充実

・ 児童センター等運営事業 33,966

(3) 安心な福祉社会の形成

①　地域福祉活動の支援

・ 社会福祉推進事業 36,869

・ 社会福祉法人指導監査等事業 3,314

・ 婦人研修センター管理運営事業 1,953

②　介護予防対策の推進

・ 介護予防・地域支え合い事業 20,047

・ 介護予防支援事業 27,959

・ 介護保険給付事業（特別会計） 3,083,251

・ 介護予防事業（特別会計） 86,940

・ 家族介護継続支援事業（特別会計） 6,598

・ 地域自立生活支援事業（特別会計） 7,919

・ 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業（特別会計） 2,970

・ 在宅医療・介護連携推進事業（特別会計） 299

・ 生活支援体制整備事業（特別会計） 13,969
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

・ 認知症総合支援事業（特別会計） 4,864

・ 地域ケア会議推進事業（特別会計） 1,110

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（介護保険費） 10,779

③　高齢者福祉サービスの充実

・ 老人保護措置事業 67,023

・ 老人クラブ運営助成事業 1,945

・ 敬老事業 5,560

・ 高齢者利用施設管理運営事業 4,819

・ シルバー人材センター運営助成事業 13,035

④　障害者福祉サービスの充実

・ 身体障害者福祉事業 65,485

・ 知的障害者福祉事業 46

・ 障害者総合支援給付事業 601,640

・ 障害者地域生活支援事業 31,458

・ 障害者就労支援施設管理運営事業 80,668

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（障害者総合支援費） 1,540

⑤　安心を支える制度の運用

・ 生活保護事業 155,400

・ 生活困窮者自立支援事業 3,784

・ 国民健康保険事業（特別会計繰出金等） 277,000

・ 後期高齢者医療事業（特別会計繰出金、広域連合療養給付費負担金等） 500,102

・ 国民年金事業 14,214

・ 国民健康保険給付事業（特別会計） 2,556,853

・ 特定健康診査事業（特別会計） 24,158

・ 特定保健指導事業（特別会計） 7,227

・ 各種健診等事業（特別会計） 5,249

・ インセンティブ事業（特別会計） 1,146

・ 生活習慣病対策事業（特別会計） 422

・ 健康相談事業(特別会計) 512

・ 後期高齢者健康診査事業（特別会計） 8,742
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

Ⅲ 産業振興・就労

(1) 活力ある農林業の振興

①　安全・安心な農畜産物の生産

・ 野菜振興事業 500

・ 果樹振興事業 4,162

・ 資源循環型農業推進事業 2,500

・ 環境保全型農業直接支払交付金交付事業 6,538

・ 畜産振興事業 1,734

・ 農業の館管理運営事業 29,185

・ 農作物災害対策事業 11,734

・ 水田農業振興事業 9,604

②　地域農業の推進

・ 農村婦人の家管理事業 613

・ 農業振興公社事業 10,000

・ 中山間地域等直接支払交付金交付事業 7,099

・ ふれあい農園等管理運営事業 182

・ 地域計画推進事業 63,648

・ 農地流動化推進事業 5,640

・ 農村公園管理事業 3,916

③　農業生産基盤の充実

・ 農業用施設管理事業 7,528

・ 豊かなふる里保全整備事業 4,622

・ 農業農村整備事業（基幹水利施設ストックマネジメント事業） 325

・ 農業農村整備事業（農村地域防災減災事業） 6,540

・ 農業農村整備事業（農地整備事業） 8,375

・ 多面的機能支払交付金事業 110,599

・ 土地改良事業農家負担軽減対策事業 7,350

・ 基幹水利施設管理事業 23,461

・ 水利施設管理強化事業 22,400

・ 県営造成施設管理体制整備促進事業 4,987

・ 国営施設応急対策事業 200

④　森林資源の有効活用

・ 林業振興対策事業 20,080
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

(2) 商工業の活性化

①　商店街活性化の支援

・ 商工会振興事業 9,500

・ 商業振興事業 8,168

②　企業立地の振興

・ 企業誘致促進事業 4,674

・ 中小企業振興資金融資事業 160,230

・ 小規模事業者経営改善資金利子助成事業 926

・ 産業用地造成事業（特別会計） 6,956

③　安定した雇用の確保

・ 雇用及び勤労者福祉事業 821

(3) 豊かな地域観光資源の活用

①　地域観光資源のネットワーク化

・ 観光行事の育成支援事業 13,602

・ 観光開発宣伝事業 1,993

・ 広域観光推進事業 1,177

・ 観光地等維持管理運営事業 12,324

・ 観光地環境美化事業 8,838

・ 地場産業振興事業 275

②　道の駅かくだの活用

・ 道の駅かくだ管理運営事業 56,505
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

Ⅳ まちづくり

(1) 市民力を活かしたまちづくり

①　住民自治による地域づくり

・ 企画一般管理費（市民提案型まちづくり事業等関係経費） 1,847

・ 協働のまちづくり推進事業 25,815

・ 行政区等事業 47,449

・ 地域協力活動推進事業（地域おこし協力隊員関係経費） 9,346

・ 市民活動支援事業 8,999

・ 自治センター管理運営事業 160,056

②　男女共同参画の推進

・ 男女共同参画社会推進事業 106

(2) 関係人口拡大の推進

①　継続的なつながりの確保

・ グリーンフィールド市交流事業 8,758

・ 姉妹都市等交流事業 1,701

・ 銀河連邦交流事業 1,175
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

Ⅴ 教育・文化・スポーツ

(1) 未来を生き抜くための教育環境づくり

①　学力・心・体の育成

・ 学校施設長寿命化計画改定事業 4,000

・ スクールバス運行事業 117,596

・ 児童生徒生活指導事業 10,695

・ 教育支援体制整備事業 14,312

・ 語学指導事業 15,023

・ 学校特別支援事業 70,372

・ 学力向上推進事業 16,371

・ スクールソーシャルワーカー活用事業 2,686

・ いじめ防止対策推進事業 263

・ 子どもの心のケアハウス運営事業 18,413

・ 小中学校情報教育推進事業 44,380

・ 小中学校就学援助事業 18,517

・ 角田市育英会奨学金事業 21,868

②　時代の要請に応える教育環境の整備

・ 小中学校施設維持管理事業 79,719

・ 学校給食センター運営事業 277,836

(2) 人生100年時代を見据えた生涯学習の推進

①　生きる力を学び実践する生涯学習の充実

・ 生涯学習推進事業 17,975

・ 社会教育団体等育成事業 270

・ 市民センター管理事業 66,348

・ 図書館管理運営事業 68,149

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（教育費） 5,828

②　ふるさとの誇りと愛着を守る歴史・文化資源の保存活用

・ 埋蔵文化財発掘調査事業 4,415

・ 文化財保護助成事業 3,779

・ 郷土資料館管理事業 16,417

・ 郷土資料館企画・展示事業 2,356

③　知性と感性を育む芸術文化活動の推進

・ 文化振興事業 12,608

④　未来をつくるスポーツによるまちづくり

・ スポーツ振興事業 13,022

・ 総合体育館管理事業 59,719

・ スポーツ交流館管理運営事業 24,043
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

Ⅵ 都市基盤・生活環境

(1) 良好な都市基盤の整備

①　安全・安心な道路網の整備

・ 道路維持管理事業 57,583

・ 道路施設維持管理事業 60,366

・ 道路改良事業 127,473

・ 沼南野田前線道路整備事業 6,000

・ 大沼野田前線道路整備事業 87,000

・ 南町斗蔵線道路整備事業 276,748

・ 道路舗装事業 70,518

・ 橋りょう維持補修事業 373,800

・ 交通安全施設整備事業 25,083

・ 街路管理事業 12,034

・ 都市街路整備事業 5,000

・ 林道維持管理事業 9,050

②　公共交通システムの存続・利便性向上

・ 阿武隈急行線利用促進・沿線開発推進事業 1,840

・ 阿武隈急行線利用者助成等事業 23,821

・ 阿武隈急行線緊急保全整備事業 169,909

・ デマンド交通システム事業 27,548

・ 阿武隈急行線駅前施設管理事業 5,819

・ 阿武隈急行線運行継続支援事業 66,528

・ みやぎ県南中核病院通院等タクシー利用助成事業 1,545

・ 二次交通確保対策事業 719

・ 地域公共交通活性化協議会事業 5,837

③　河川環境の有効活用

・ 河川維持補修事業 47,000

・ 河川維持管理委託事業 13,865

(2) 快適な住環境の整備

①　快適な居住環境づくり

・ 移住定住推進事業 15,280

・ 都市計画総務費 2,237

・ 住環境整備事業 6,674

・ 下水路管理事業 3,636

・ 公営住宅維持管理事業 124,566

・ 宅地耐震化推進事業 11,798
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

②　憩いの場である公園・緑地の整備

・ 中央広場管理運営事業 1,843

・ 本町パーク管理運営事業 295

・ 公園管理事業 57,050

・ 角田中央公園管理事業 114,636

③　上下水道の整備

・ 上水道整備事業（児童手当補助金） 240

・ 水道施設整備事業（水道事業会計） 334,469

・ 汚水施設建設事業（下水道事業会計） 138,698

・ 雨水施設建設事業（下水道事業会計） 136,609

・ 阿武隈川下流流域下水道建設費負担金（下水道事業会計） 38,507

・ 浄化槽整備事業 14,512

(3) 生活環境の向上

①　脱炭素社会の形成

・ 環境保全対策推進事業 1,085

・ 環境保全対策推進事業(地球温暖化対策事業) 7,643

②　循環型社会の形成

・ ごみ収集運搬事業 71,753

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（仙南最終処分場） 5,741

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（仙南リサイクルセンター） 13,356

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（仙南クリーンセンター） 56,684

③　環境衛生の向上

・ 狂犬病予防関連事業 2,431

・ 公害対策事業 729

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（し尿処理施設） 77,440

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（動物焼却施設） 330

・ 環境衛生一般管理費（飲料水安定確保対策事業等） 5,855

④　安心して暮らせる生活環境の整備

・ 消費生活相談事業 2,590

・ 市民相談事業 283

・ 自衛官募集事業 113

・ 墓地管理事業 156

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（あぶくま斎苑） 36,801
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（単位：千円）

項　　　　　　　　目 金　　　額

Ⅶ 行財政経営

(1) 市民に開かれた行政を目指して

①　広報活動による情報発信

・ 広報関係事務 6,831

・ 広報一般管理費（市ホームページ経費等） 2,242

②　広聴活動の推進

・ 広聴関係事務 629

(2) 持続可能な行財政運営

①　効率的な行政経営を目指して

・ 公用自動車管理事業 10,118

・ 職員研修事業 6,513

・ 庁舎管理事業 65,402

・ 普通財産管理事業 13,085

・ ふるさと納税事業 1,007,000

・ 長期総合計画推進事業 407

・ 長期総合計画策定事業 7,018

・ 行政改革推進事業 705

・ 公共施設総合管理計画事業 6,424

・ 地域振興公社事業 86,753

・ 統計調査事業 19,742

・ 戸籍事務 21,708

・ 住民基本台帳事務 10,758

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（総務費） 41,447

・ 仙南地域広域行政事務組合負担金（徴税費） 10,466

②　ＤＸによる新しい行政の確立

・ 庁内情報ネットワークシステム事業 135,699

・ 番号法対応事業 87,081

・ 情報化推進事業 1,587

・ デジタル改革推進事業 192,037

・ 窓口業務改革事業 48,510
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